別記様式第1号(第4条関係)
(第　1　面)
	失業者の退職手当受給資格票
　　　　　　　　年　　月　　日交付
	

	
	番号
	第号

	
	



	受給資格者
	氏名
	生年月日及び年齢
	
	年　　月　　日
　満　　　歳

	
	住所又は居所
	
	勤続期間
	年　　月

	
	就職年月日
	年　　月　　日
	受給資格区分
	(A)　一般受給資格

	
	
	
	
	

	
	退職年月日
	年　　月　　日
	
	

	
	
	
	
	(B)　高年齢受給資格

	求職申込年月日求職申込年月日
	年　　月　　日
	
	

	受給期間満了年月日受給期間満了年月日（受給期限日）
	年　　月　　日
	
	(C)　特例受給資格

	延長後の受給期間満了年月日延長後の受給期間満了年月日
	(延長の理由)
　　　　年　　月　　日

	待期満了年月日待期満了年月日
	年　　月　　日
	給付制限
	年　　月　　日から
年　　月　　日まで
日間

	
	
	
	

	最初の失業認定日
	年　　月　　日
	
	

	
	
	
	

	失業の認定日失業の認定日及び支給日
	毎月　　　　日
	
	

	
	
	
	理由

	公共職業訓練等
	受講開始
年　　月　　日
	技能習得手当
	受講手当
	日額 　　　　　　　　円
年 　月 　日支給開始支給開始

	
	
	
	通所手当
	月額 　　　　　　　　円
年 　月 　日支給開始支給開始

	
	受講終了予定
年　　月　　日
	
	
	

	
	
	寄宿手当
	月額 　　　　　　　　円
年 　月 　日支給開始支給開始

	　　　　　　年　　月　　日
北見市長　　　　　　　　　　印　





(第　2　面)
	　　給　　与　　形　　態
	(A)月給　　　　(B)日給・時間給

	失業者の退職手当算定の基礎となる給与総額
	(A)基本となる給与が月によって定められている者
	(B)基本となる給与が日、時間によって定められている者
	賃金日額の算定方法及びその額

	
	退職の月前6か月に支払われた給与の総額
1　給　　　　　料　　　円
2　扶　養　手　当　　　円
3　地　域　手　当　　　円
4　時間外勤務手当　　　円
5　　　　　　手当　　　円
6　　　　　　手当　　　円
7　　　　　　手当　　　円
8　　　　　　手当　　　円
9　　　　　　手当　　　円
10　　　　　　手当　　　円
　　合　　　　計　　　円A
	退職の月前6か月における労働日数及び給与額
	賃金日額
円
算定方法

	
	
	月分
	日
	円
	

	
	
	月分
	日
	円
	

	
	
	月分
	日
	円
	

	
	
	月分
	日
	円
	

	
	
	月分
	日
	円
	

	
	
	月分
	日
	円
	

	
	
	合　　　　計
	円A
	

	21　退職時に支払われた一般の退職手当等の額
	　　　　　 円B　

	23　退　職　事　由
	(第3面)のとおり。

	退職者の
賃金日額
	Ａ180
	円C
	24基本手当の日額
	円D　

	基本手当に相当する退職手当
	待期日数　　ＢＤ
(1未満切捨て。)
	日E
	高年齢求職者給付金(特例一時金)に相当する退職手当
	26給付日数
	日G

	
	
	
	
	退職手当支給
限度額
D×G－B
	円　

	
	25所定給付日数
	日F
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	退職手当支給限度額
D×(F－E)
	円
	
	
	

	退職時の所属部課係名
	

	27上記の記載事項を確認します。
　　　　　　年　　月　　日
退職した職員の氏名　   　　　　　　　　印　





(第　3　面)
	退　　　　職　　　　の　　　　事　　　　由

	
□…1　定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることによるもの

2　定年、任期満了等によるもの
□……(1)　定年による退職(定年　　　　歳)
□……(2)　任用期間満了による退職

3　任命権者からの働きかけによるもの
□……(1)　懲戒免職等処分
□……(2)　地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職
□……(3)　地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分
□……(4)　地方公務員法第28条第1項第1号又は第3号の規定による免職若しくはこれに準ずる処分
□……(5)　退職勧奨

4　職場における事情に起因する退職
□……(1)　勤務箇所の移転により通勤困難となったため
□……(2)　公務上の傷病による退職

5　職員の個人的な事情に起因する退職
□……(1)　職務に耐えられない体調不良、けが等があったため
□……(2)　妊娠、出産、育児等を行う必要があったため
□……(3)　家庭の事情の急変(父母の扶養、親族の介護等)があったため
□……(4)　配偶者等との別居生活が継続困難となったため
□……(5)　転居により通勤困難となったため
□……(6)　その他(具体的に　　　　　　　　　　　　　　)

□…6　その他(1～5のいずれにも該当しない場合)

	
	具体的事情記載欄
	

	
	
	


※☑の表示がある項目が、該当する退職の事由である。



(第　4　面)
	処理状況

	年月日
	失業認定日数
又は支給日数
	支給金額
	摘要
	[bookmark: _GoBack]取扱者名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　注意事項
　　1　この票は、失業者の退職手当の支給を受けるために必要なものであるから受給期間満了年月日までは大切に保管すること。また、この票を滅失し、又は損傷したときは、速やかに市長に申し出て再交付を受けること。
　　2　この票の交付を受けたときは、速やかに住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、この票を提出して求職の申込みをすること。
　　3　求職の申込みの日(雇用保険法第33条に規定する給付制限期間がある場合は、その期間が終了した日の翌日)から待期日数を経過した後、速やかに住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭して待期日数の間における失業の認定を受けること。
　　4　失業の認定日に出頭しないときは、失業者の退職手当の支給を受けることができなくなることがある。
　　5　基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとする期間中に自己の労働によっ
　　　て収入を得たときは、受給資格者失業認定申告書によりその旨を必ず申告すること。
　　6　偽りその他不正行為(5の申告をしないことを含む。)によって失業者の退職手当の支給を受け、又は受けようとしたときは、以後、失業者の退職手当の支給を受けることができなくなるほか、その返還と一定の金額の納付を命ぜられ、又は処罰される場合がある。
　　7　氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、速やかに市長に届け出ること。
